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本年４月１日より、１６歳以上の者による自転
車運転手の一定の交通違反に対して、自動車等
と同様に、交通反則通告制度が導入されます。
自転車に乗る際は、運転手としての自覚と責

任を持ち、交通ルールをしっかり守りましょう。

○受験資格

A区分～学校教育法に

よる大学（短期大学を除

く。）等を卒業した者。（令

和９年３月末日までに卒業

見込みの者を含む。）

B区分～Ａ区分以外の

者（学校教育法による高等

学校在学中の者を除く。）

・ 令和９年４月１日現在で

１８歳以上３３歳未満の者

・ 携帯電話使用等（保持） 12,000円

・ 信号無視（赤信号） ６,000円

・ 指定場所一時不停止等 ５,000円

その他の違反にも注意して
運転しましょう!！

２月１７日、芽登市街地をパトロール中、
道路上に雪のない乾燥した路面を見て

「今年は暖冬だなぁ～♪」
と思いながらパトロールをしていました。
その後、芽登市街地を通過し、糠平方面へ

と抜ける道道清水谷足寄線に入り、約５キロ
メートル進行した地点から、

・ 路面は滑りやすいアイスバーン
・ 道路両脇は積雪により白い状態

で、一転して真冬の景色となり、油断してい
た私に喝が入ったパトロールとなりました。
この時期は、
・ 融雪により溶けて濡れた路面が夜に
凍り、朝方の日が差す時間まで凍結路
面になることがある。
・ 市街地に雪のない状態でも、山間部
の道路や日陰は気温が低く、凍結して
いることがある。

ことや、鹿の存在も忘れずに交通事故のない
芽登地区にしていきましょう。
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